
　
ま
ち
づ
く
り
条
例
で
は
、
条
例
の
手
続
き
が

必
要
な
開
発
事
業
を
行
う
際
に
は
、
近
隣
住
民

（
※
１
）に
開
発
構
想
の
内
容
を
周
知
す
る
事
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
業
者
の
説
明
を
受
け
て
も
、
開
発
の
内
容

が
分
か
り
に
く
い
と
の
意
見
を
受
け
て
、
今
年

度
か
ら
、
開
発
構
想
の
図
面
の
説
明
を
行
う
第

三
者
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
を
開
始
し
ま
す
。

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が

　
　
　
説
明
す
る
内
容

　
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
図
書
か
ら
判

断
で
き
る
範
囲
内
で
次
の
内
容

①
開
発
構
想
届
出
書
の
内
容

②
事
業
内
容
が
宅
地
分
譲
の
場
合

は
、
開
発
事
業
区
域
内
に
設
置

す
る
道
路
の
接
続
位
置
の
概

略
、
そ
れ
以
外
に
あ
っ
て
は
開

発
事
業
区
域
の
出
入
口
の
概
略

③
排
水
ル
ー
ト
の
概
略

④
計
画
地
盤
と
隣
接
地
と
の
高
低

差
の
概
略

⑤
工
作
物
の
概
略

派
遣
手
続
き

①
派
遣
日
の
10
日
前
ま
で
に
指
定

用
紙
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

（
派
遣
は
、
毎
月
20
日（
当
該
日

が
大
磯
町
の
休
日
を
定
め
る
条

例（
平
成
元
年
大
磯
町
条
例
第

10
号
）第
１
条
に
規
定
す
る
日

の
場
合
は
そ
の
翌
日
）に
行
い

ま
す
。）

②
町
よ
り
決
定
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
決
定
通
知
書
に
記

載
さ
れ
た
時
間
内
に
質
問
を
行

い
、
質
問
に
対
す
る
回
答
の
報

告
書
を
作
成
し
て
町
へ
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
１
　
近
隣
住
民
と
は
、
開
発

事
業
区
域
か
ら
15
ｍ
以
内
に

土
地
又
は
建
築
物
を
所
有
す

る
者
、
開
発
事
業
区
域
の
面

積
に
よ
り
事
業
区
域
か
ら
15

ｍ
・
30
ｍ
・
100
ｍ
等
に
住
所

を
有
す
る
者
又
は
事
業
を
営

む
者
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
ま
ち
づ
く
り
課

　
☎
内
線
２
４
２
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ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
派
遣

「都市再生街区基本調査」に伴う
　測量等の実施について

　
建
築
確
認
を
受
け
た
建
築
物
は
、

工
事
完
了
後
、
す
み
や
か
に
建
築
主

事
や
指
定
確
認
検
査
機
関
の
検
査
を

受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
完
了

検
査
後
に
交
付
さ
れ
る
検
査
済
証

は
、
将
来
、
建
築
物
を
売
買
・
増
改

築
す
る
場
合
な
ど
に
大
切
な
書
類
と

な
り
ま
す
の
で
、
建
築
確
認
を
受
け

た
際
の
書
類
と
共
に
、
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

・
県
平
塚
土
木
事
務
所
建
築
指
導
課

　
☎（
22
）２
７
１
１（
代
表
）

・
県
建
築
指
導
課
　

　
☎
０
４
５（
２
１
０
）６
２
５
０

・
町
ま
ち
づ
く
り
課

　
☎
内
線
２
４
２

　
４
月
23
日（
日
）、
国
府
小
学
校

校
庭
で
町
内
12
分
団
の
団
員
が
集

ま
り
、
消
防
訓
練
を
実
施
し
ま
し

た
。
　
訓
練
で
は
、
消
防
職
員
の
指
導

で
敬
礼
の
仕
方
な
ど
、
基
本
的
な

動
作
を
始
め
火
災
現
場
で
必
要
な

ホ
ー
ス
の
延
長
方
法
や
結
合
の
仕

方
を
行
い
、
有
事
に
対
応
出
来
る

訓
練
を
実
施
し
ま
し
た
。
今
後

も
、
複
雑
多
様
化
す
る
災
害
に
対

応
で
き
る
訓
練
を
重
ね
、
地
域
住

民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
し
て
ま

い
り
ま
す
。
　

　
ま
た
、
訓
練
の
後
、
場
所
を
移

し
、
生
沢「
東
の
池
」で
、
消
防
ポ

ン
プ
自
動
車
と
小
型
動
力
ポ
ン
プ

の
性
能
検
査
を
行
い
ま
し
た
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
消
防
署
　
☎（
61
）０
９
１
１

神
奈
川
県
か
ら
の
お
知
ら
せ

開
発
の
説
明

建
築
物
に
は
完
了
検
査
を

　
国
土
地
理
院
及
び
独

立
行
政
法
人
都
市
再
生

機
構
で
は
、
次
の
内
容

で
人
口
が
集
中
し
て
い

る
地
区
の
一
部
に
お
い

て
、
測
量
等
を
実
施
し

ま
す
。

　
な
お
、
作
業
は
身
分

証
明
書
を
携
帯
し
た
者

が
行
い
、
民
有
地
へ
の

立
入
り
は
原
則
い
た
し

ま
せ
ん
。

▼
期
間（
予
定
）

　
６
月
〜
平
成
19
年
３
月

▼
作
業
内
容
　
測
量

（
基
準
点
の
設
置
及
び
街
区
の
角

等
を
測
量
し
ま
す
。）

◎
問
い
合
わ
せ

・
都
市
再
生
機
構
神
奈
川
地
域
支
社

　
☎
０
４
５（
６
８
２
）１
５
０
３

・
経
済
観
光
課
　

☎
内
線
２
６
２

消防団員の訓練と消防団員の訓練と
　　ポンプ性能検査を実施　　ポンプ性能検査を実施
消防団員の訓練と
　　ポンプ性能検査を実施


